
 1

経済財政運営と改革の基本方針2016（抄） 

～600兆円経済への道筋～ 

 
平成28年6月2日 閣議決定 

  

第1章 現下の日本経済の課題と考え方 

1．日本経済の現状と課題 

（1）世界経済の状況と我が国の課題 

（2）熊本地震への対応 

 

2．「成長と分配の好循環」の目指すところ 

（1）アベノミクス「新・三本の矢」の一体的推進 

アベノミクス「三本の矢」は、市場の期待を動かし、日本経済をデフレではない状況に変え、

企業収益を高め、国民の雇用と所得を拡大した。 

「新・三本の矢」は、この好循環を一時的なものに終わらせることなく、「成長と分配の好循環」

を確立することにより、地方を含め日本経済全体の持続的拡大均衡を目指すものである。国民一

人ひとりの、働きたい、家庭を持ちたい、子を産み健やかに育てたいという希望の実現を支える

とともに、国民や企業の将来不安を払拭することを通じて、構造的課題を克服し、日本全体の成

長力を底上げしていく政策パッケージである。 

第一の矢の600兆円経済の実現を通じて、生産性革命、イノベーションが促され、健康長寿や

子育て支援サービス分野等で国民のニーズに応える付加価値の高い財・サービス、新たな投資、

質の高い雇用が生み出され、産業構造が変革される。国民一人ひとりの生活の質を上げるととも

に、国民所得の拡大を生み出す。 

第二の矢の希望出生率1．8、第三の矢の介護離職ゼロの実現は、国民一人ひとりの希望の実現

を支え、人口減少・高齢化が醸成している将来不安を払拭し、日本の経済社会の持続的成長力を

高める。働き方や教育の仕組みを変え、日本の将来を担う世代、支援を必要とする人を社会が支

え、社会参加・社会貢献を拡大する。 

「新・三本の矢」はそれぞれ相互に密接に関連しており、それらを一体的に推進することで、

「成長と分配の好循環」を実現する。生産性の高い企業活動を実現し、収益を更に拡大する。働

き方や学び、福祉など、各場面で選択肢を広げる。こうした分配面の強化は日本経済の成長力を

更に拡大させる。 

 

（2）地方創生 

 

3．600兆円経済に向けた道筋の基本的考え方 

「新・三本の矢」は、一億総活躍の考え方の下、「国民の希望の実現」を支えることを中核とし

て、新たな需要と供給を生み出すとともにその成果を国民一人ひとりに分配することにより好循環

を強化するものである。その結果として、実質2％程度、名目3％程度を上回る成長の実現がより

確実になる。 

資料1－2－1 
科学技術・学術審議会 
総合政策特別委員会 
（第13回） H28.6.14 
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具体的には、まず、働きたいという国民の希望の実現に向け取り組むことにより労働供給の増加

が生まれる。同時に、賃金や最低賃金の上昇を支えることにより、分配面において雇用者所得が着

実に増加する。 

また、結婚したいという希望、子供を持ち健やかに育てたいという希望、自らの能力・才能を磨

きたいという希望、より健康になりたいといった希望の実現に向け、「国内の潜在市場」を顕在化

すること、日本の製品や食品をもっと購入したい、日本に行って観光や医療・健康・美容などのサ

ービスを受けたいといった海外の人々の希望に応える「海外の潜在市場」を開拓すること等により、

潜在需要が現実のものになる。 

同時に、イノベーションと働き方改革等による生産性向上が期待されることで企業が設備投資や

技術・人材投資等に前向きになり、長期的に低迷してきた日本における投資のリターンが向上する。 

こうした「新しい経済社会システム」を実現するため、政府の役割は大きい。「国民の希望」を

実現するために、必要な制度改革・規制改革や安定財源の確保を行うこと、歳出改革の下で、「見

える化」1、ワイズ・スペンディングを推進し、成長戦略を加速させる観点からも、公的サービス

の産業化を進めることにより、ムダをなくすと同時に産業活性化を促すこと、医療・介護の分野で

は、国民の希望である健康への投資に資源配分を重点化すること等が必要不可欠である。 

アベノミクスによって、経済再生と財政健全化の双方が着実に前に進んできている。一億総活躍

等の実現に向け、アベノミクスの成果も活用しつつ取組を進める。 

 

4．東日本大震災からの復興・創生 

（1）復興の現状と課題 

（2）復興事業・予算 

（3）原子力災害からの復興・再生 

避難指示等が出た福島の12市町村2をはじめとする原子力災害被災地域においては、依然として

避難を余儀なくされている方々がいる。遅くとも平成29年3月までに避難指示解除準備区域・居

住制限区域の避難指示を解除できるよう環境整備に引き続き取り組み、「本格的な復興」のステー

ジへの移行を進めていく。また、帰還困難区域の見直しに向けた国の考え方を、本年夏までに示す。

さらに、福島の復興・再生は中長期的対応が必要であることから、「復興・創生期間」後も継続し

て国が前面に立って取り組む。 

福島の復興・再生に当たっては、その大前提である廃炉・汚染水対策及び中長期的な廃炉に向け

た研究開発や人材育成を着実に進めるとともに、国内外に根強く残る風評の払拭に取り組む。また、

中間貯蔵施設の整備と施設への継続的な搬入、放射性物質汚染廃棄物の処理、除去土壌等の減容・

再生利用に向けた取組を着実に進めるため、政府一体となって取組の加速化を図る。 

県・市町村・民間とよく連携し、中長期・広域の視点で策定された「福島12 市町村の将来像に

関する有識者検討会提言」3の個別具体化・実現に向けて取り組む。浜通り地域の広域的かつ自立

的な経済復興に向けて、ロボット・廃炉・エネルギー・農林水産業など、福島イノベーション・コ

                                            
1 「見える化」とは、情報やデータを集約・分析・加工して、比較が容易にできるなど、見て分かりやすく、利用

しやすい形で公開することをいう。 
2 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村の12

市町村。 
3 「福島12市町村の将来像に関する有識者検討会提言」（平成27年7月30日福島12市町村の将来像に関する有識

者検討会取りまとめ） 
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ースト構想4の重点分野に係る各種拠点の整備、実用化開発等の促進、拠点を中核とした産業集積・

周辺環境整備等の施策を、関係省庁が連携して着実に推進していく。また、事業・生業や生活の再

建等を通じ一日も早いまちの再生に向け、官民合同チームの体制の強化等を図る。 

 

第2章 成長と分配の好循環の実現 

1．結婚・出産・子育ての希望、働く希望、学ぶ希望の実現：経済成長の隘路
あいろ

の根本にある構造的な

問題への対応 

（1）結婚・出産の支援 

（2）子ども・子育て支援、子供の貧困対策等 

（3）就業を希望する女性・高齢者の就業促進、非正規雇用労働者の待遇改善等 

（4）女性の活躍推進 

（5）介護の環境整備等 

（6）障害者等の活躍支援、地域共生社会の実現 

 

2．成長戦略の加速等 

 600兆円経済の実現に向けて、成長戦略5の進化・実現に取り組む。 

人材投資や設備投資、イノベーションに向けた徹底した取組、「Society5．0」6（超スマート社

会）の実現に向けた取組、「世界最先端IT国家創造宣言」7に基づく施策、知的財産・標準化戦略

の強化、健康長寿社会の実現に向けたICT基盤の整備等を通じて、生産性を引き上げる。産業の

新陳代謝の促進やイノベーションを促すような制度への変革を通じて、付加価値を高める産業構

造に変革する。 

新たな有望成長市場の創出に向けて、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組、

スポーツの成長産業化、観光の基幹産業化、攻めの農林水産業の展開等に取り組むほか、「官民戦

略プロジェクト10」として、第4次産業革命への対応、世界最先端の健康立国への取組、環境エ

ネルギー制約の克服と投資拡大等に取り組む。 

 

（1）生産性革命に向けた取組の加速 

① 人材育成 

実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化の検討、世界トップレベルの人材を輩出

する卓越大学院（仮称）の具体化、高等専門学校教育の高度化など、教育研究拠点を強化すると

ともに、卓越研究員制度等による、初等中等教育段階からトップレベルの研究者に至るまでの体

系的な人材の育成・確保策を講ずる。 

                                            
4 「福島・国際研究産業都市（イノベーション・コースト）構想」（平成26年6月23日福島・国際研究産業都市（イ

ノベーション・コースト）構想研究会） 
5 「日本再興戦略2016」（平成28年6月2日閣議決定） 
6 サイバー空間の積極的な利活用を中心とした取組を通して、新しい価値やサービスが次々と創出され、社会の主

体たる人々に豊かさをもたらす、人類史上5番目の社会である「超スマート社会」を世界に先駆けて実現（Society5．

0）していく（狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続くような新たな社会を生み出す変革を科学技術イノ

ベーションが先導していく、という意味が込められている。）。 
7 「世界最先端IT国家創造宣言」（平成28年5月20日閣議決定） 
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② 教育の再生 

教育は強い経済の形成の基盤であり、重要な先行投資である。教育基本法8の理念の実現に向け、

教育再生実行会議の提言を踏まえつつ、「第 2 期教育振興基本計画」9に基づき、総合的に教育再

生を実行する。 

世界トップレベルの学力達成と基礎学力の向上に向け、アクティブ・ラーニングの視点による

学習を促進しつつ、家庭の経済事情、障害、いじめ・不登校、日本語能力の不足など様々な制約

を克服し、子供が社会において自立できる力を育成する。このため、学校の指導体制等の充実・

確保や教員の資質能力の向上、専門スタッフ等の参画も得たチーム学校の運営体制の構築、学校

と地域の連携・協働を一体的に推進する。また、創造性の育成、特別支援教育など多様な個性が

長所として活
い

かされる教育、教育の情報化、幼児教育の振興に取り組む。さらに、安全・安心な

学校施設整備を推進する。 

海外留学・外国人留学生や外国人研究者の受入れ促進を通じた大学の徹底した国際化、高大接

続改革を進めるとともに、職業教育や社会人の学び直しを推進する。 

幼児教育の無償化に向けた取組を財源を確保しながら段階的に進めるとともに、無利子奨学金

の充実や新たな所得連動返還型奨学金制度の導入を進める。また、給付型奨学金について、世代

内の公平性や財源などの課題を踏まえ創設に向けて検討を進め、本当に厳しい状況にある子供た

ちへの給付型支援の拡充を図る。さらに、授業料等負担の軽減に取り組む。 

 

③ 研究開発投資の促進 

「第5期科学技術基本計画」10に基づき、IoT、ビッグデータ、人工知能に係る研究開発等につ

いて、将来必要となる技術を特定し今後の展望をロードマップとして描き、一元的な司令塔の下、

官民を挙げて推進するとともに、新たな価値創出のコアとなる強みを有する基盤技術の強化・基

礎研究の推進、企業・大学・国立研究開発法人等におけるオープンイノベーションの推進や機能

強化、及び民間における研究開発投資の促進を図る。これにより、2020年（平成32年）までに

官民合わせた研究開発投資を対GDP比4％以上とすることを目標とするとともに、政府研究開発

投資について、「経済・財政再生計画」との整合性を確保しつつ、対GDP比1％にすることを目指

すこととする。期間中のGDPの名目成長率を「中長期の経済財政に関する試算」11の経済再生ケ

ースに基づくものとして試算した場合、第5期科学技術基本計画期間中に必要となる政府研究開

発投資の総額の規模は約26兆円となる。また、人工知能の普及に伴う社会的・倫理的課題に関し

国内外の議論を進める。加えて、世界最高水準のITインフラ環境、その運用を行う人材の確保及

び生活に密着した分野における利活用促進、サイバーセキュリティ対策、知的財産戦略の推進、

先端技術の国際標準化に、官民挙げて取り組む。 

 

④ 企業の成長力・収益力の強化と活用 

⑤ サービス産業の生産性向上 

 

                                            
8 「教育基本法」（平成18年法律第120号） 
9 「第2期教育振興基本計画」（平成25年6月14日閣議決定） 
10 「第5期科学技術基本計画」（平成28年1月22日閣議決定） 
11 「中長期の経済財政に関する試算」（平成28年1月21日経済財政諮問会議提出） 
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（2）新たな有望成長市場の創出・拡大 

① 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催に向けた取組 

② 文化芸術立国・スポーツ立国 

③ PPP／PFIの推進 

④ メンテナンス産業の育成・拡大 

⑤ 観光の基幹産業化 

⑥ 攻めの農林水産業の展開 

 

（3）TPP等に対応した海外の成長市場との連携強化 

① TPPを活用した新たなグローバル・バリューチェーンの構築等 

② 対日直接投資の更なる促進 

③「日本ブランド」の下での戦略的な輸出・観光促進 

農林水産品、省エネ・省資源、インフラシステム、医療・健康サービス、美容サービス等分野

横断的に、「安全」・「安心」・「高品質」などの評価を「日本ブランド化」するとともに、在外公館

等の活用や民間主導による国内拠点構築等を通じ、日本食・日本産酒類、コンテンツ等の輸出や

文化の創造・対外発信などクールジャパン戦略を推進し、輸出・観光を促進する。 

我が国のインフラシステム輸出を一層促進するため、「インフラシステム輸出戦略」12や「質の

高いインフラパートナーシップ」13を着実かつ効果的に実施・活用するとともに、「質の高いイン

フラ輸出拡大イニシアティブ」14に基づき、世界全体に対するインフラ案件向けリスクマネーの

供給拡大や更なる制度改善、関係機関の体制強化と財務基盤確保を行う。あわせて、戦略的対外

広報及び「質の高いインフラ投資」の国際的スタンダード化や現地人材の育成、積極的なトップ

セールス、相手国制度構築支援などの相手国のニーズを踏まえた施策を政府横断的に推進する。

また、航空・宇宙・海洋産業の振興を図る。 

「農林水産業の輸出力強化戦略」15に基づき、民間の意欲的な取組を支援する観点から、統一

的・戦略的なプロモーション16と販路開拓、卸売市場の輸出拠点化や海外の販売拠点の設置、鮮

度保持輸送技術の普及、食品安全や検疫など諸外国の規制の緩和・撤廃、HACCP17などの食品安全

基準やGAP18等への対応等の取組を推進することにより、2020年（平成32年）の農林水産物・食

品の輸出額1兆円目標の前倒し達成を目指すとともに、食品産業のグローバル展開を図る。 

 

（4）地方創生、中堅・中小企業・小規模事業者支援 

① 地方創生 

一億総活躍社会を実現する上で最も緊急度の高い取組の一つである地方創生の本格展開に向け

                                            
12 「インフラシステム輸出戦略」（平成28年5月23日改訂） 
13 「質の高いインフラパートナーシップ」（平成27年5月21日安倍総理発表）及びその具体策（同年11月21日安

倍総理発表） 
14 「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」（平成28年5月23日安倍総理発表） 
15 「農林水産業の輸出力強化戦略」（平成28年5月19日農林水産業・地域の活力創造本部取りまとめ） 
16 多様な地域の食やそれを支える農林水産業、特徴ある景観等の観光資源の魅力を「食と農の景勝地」として認定

し、効果的かつ一体的に海外発信し、訪日外国人旅行者を誘客する取組等。 
17 Hazard Analysis and Critical Control Point（危害要因分析・重要管理点）：食品の衛生管理の手法 
18 Good Agricultural Practice：農業生産工程管理 
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て、東京一極集中を是正し人口減少に歯止めをかけることを目指す「まち・ひと・しごと創生総

合戦略（2015改訂版）」19及び「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」20に基づき、①地方創生

の深化を実現する政策の推進、②地方における地域特性に応じた戦略の推進、③多様な地方支援

の推進、に取り組む。 

具体的には、日本版DMOや地域商社を通じた地域ブランドの確立、日本型イノベーション・エ

コシステムの形成による地域イノベーションの促進、IoT を活用した地域サービス産業の生産性

向上、コンパクト・プラス・ネットワークの推進や稼げるまちづくり等により、ローカル・アベ

ノミクスの実現に寄与する。また、知の拠点としての地方大学活性化や大都市圏への学生集中の

抑制、政府関係機関の移転と企業の地方拠点強化等を通じた地方定着・移住の促進、地域の実情

に応じた働き方改革、連携中枢都市圏の形成等により、地方で人々が安心して生活を営める社会

環境をつくり出す。 

さらに、人口減少等からみた地域特性に応じ、進捗の遅れている課題について、戦略・事業の

強化を図るために地方公共団体が行う取組推進や効果検証に対して支援を行う。 

国は、こうした事業に取り組む地方公共団体に対して、情報面・人材面・財政面から支援する。

情報面では地域経済分析システム（RESAS）、人材面では地方創生を担う人材を育成する「地方創

生カレッジ事業」等、財政面では中長期的な地方創生の取組を支援する地方創生推進交付金や地

方創生応援税制等の措置を活用する。 

地方への人材還流を推進するため、46道府県に整備されたプロフェッショナル人材戦略拠点の

活動を支援し、潜在成長力を有する企業の発掘と、潜在的に地方への還流可能性のあるプロフェ

ッショナル人材の就業機会の拡充等を図る。 

 

② 中堅・中小企業・小規模事業者支援 

③ 地域の活性化 

（地域の活性化） 

経済環境の変動等にも強い地域経済への転換と地域雇用の創出等による地域経済好循環の拡大

を図るため、産学金官の連携により、地域資源を活
い

かした先進的で持続可能な事業を行う企業の

創出、分散型エネルギーシステムの構築等のエネルギーの地産地消、自治体インフラの民間開放

等を進める。また、マイナンバーカードを活用した自治体と商店街等とのサービス連携等による

地域活性化を検討する。 

過疎地域や、離島・奄美等、半島を含む条件不利地域においては、近隣地域との調和ある発展

や交流・連携21にも留意しつつ、集落生活圏における「小さな拠点」や地域運営組織の形成を推

進し、必要な交通基盤の維持を含む日常生活機能の確保や地域産業の振興により定住環境を整備

して、地域の資源や創意工夫を活
い

かした集落の維持・活性化を図る。 

地域おこし協力隊の拡充により、都市部の若者等外部人材を積極的に活用し、その定住・定着

を図る。 

広域的な高速交通ネットワーク22の早期整備・活用を通じた内外の人流や物流の拡大を図る。 

                                            
19 「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）」（平成27年12月24日閣議決定） 
20 「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」（平成28年6月2日閣議決定） 
21 世界遺産登録を見据えたものを含む。 
22 高規格幹線道路、整備新幹線、リニア中央新幹線等を含む。なお、リニア中央新幹線全線については、建設主体

の整備を更に促進するため、財政投融資の活用等を検討する。 
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広域連携プロジェクト等を通じ「対流促進型国土」の形成を目指す新たな「国土形成計画」23等
24を推進し、各地域の独自の個性を活

い

かした、これからの時代にふさわしい国土の均衡ある発展

の実現につなげていく。 

自治体による自主的な住民生活の基盤整備についても、着実な実施を図る。 

成果志向の事業遂行を促進する社会的成果（インパクト）評価の推進や民間資金の活用により、

複雑化・多様化する社会的課題解決の取組に民間の人材や資金を呼び込み、民間の公益活動の活

性化を図ることで、活力あふれる共助社会づくりを推進する。 

地域の基幹産業の国際競争力を確保するため、造船業等における地域発のグローバルイノベー

ションの創出を推進するとともに、港湾等のロジスティクス機能の強化を図る。 

 

（5）防災・国土強靱化、成長力を強化する公的投資への重点化 

① 社会資本整備の重点化と生産性革命 

② 国土強靱化 

③ 防災・減災 

南海トラフ巨大地震、首都直下地震などの大規模地震や津波、水害、土砂災害、火山災害など

多様な自然災害に対し、研究・人材育成を含め防災・減災の取組を推進しつつ、首都機能のバッ

クアップやネットワークの多重性・代替性の確保を図る。また、庁舎などの災害時における防災

拠点や避難所となる公共施設の耐震化を推進する。 

安全なまちづくりに向けて、木造密集市街地の改善、住宅・建築物の耐震化、無電柱化など景

観や防災に配慮したまちづくりや開かずの踏切の解消等に向けた取組を進める。 

被災者の支援のためのシステムの普及や自主防災組織等の育成・教育訓練の実施、女性や若者

の加入促進等による消防団を中核とした地域防災力の充実強化を推進するとともに、広域的な応

援体制の整備を進める。また、「世界津波の日」を契機に、津波防災の重要性を普及啓発する。 

原子力災害対策については、避難計画の策定、訓練や研修等の人材育成の体制整備、道路整備

等による避難経路の確保、放射線防護施設の整備等の充実・強化を推進する。 

 

④ 都市の活力の向上等 

都市の活力を高め、にぎわいを創出するため、都市計画と他の政策分野（産業振興、子育て支

援、高齢化対応、物流、防災等）との横断的連携を強化し、コンパクト・プラス・ネットワーク

の形成や未利用資産の有効活用を進める。その際の手法として、多様なPPP／PFI事業を積極的に

活用する。また、ビッグデータの活用により、まちづくりの新たな計画手法を開発するとともに、

公共交通の利便性向上のための取組を進め、需要喚起を促し、公共交通ネットワークの再構築を

推進する。 

上下水道等については、利用人口の本格的な減少の中で、安定的な経営を確保し、効率的な整

備・管理を実施するため、地域の実情に応じて、事業の広域化を行うとともに、コンセッション

事業を推進するほか、多様なPPP／PFIの活用を検討する。 

東京大会等の開催も見据え、東京などの大都市において、国際ビジネス・生活環境の整備や大

規模災害に対する環境整備等を図るため、民間都市開発事業を強力に推進する。 

                                            
23 「国土形成計画（全国計画）」（平成27年8月14日閣議決定） 
24 「北海道総合開発計画」（平成28年3月29日閣議決定）を含む。 
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東京大会を契機に、バリアフリー化を推進する。各地の観光地や交通機関において、より高い

水準のユニバーサルデザイン化、心のバリアフリーの推進及び通信環境の飛躍的向上の推進によ

り、多様な観光客の受入れ環境整備等を通じた地域の活性化を図る。 

地理空間情報の共有・提供を行うG空間情報センターを構築して、信頼性の高い災害情報の提

供や効率的な物流サービス等を推進する。 

 

（6）規制改革の推進 

（7）経済統計の改善 

 

3．個人消費の喚起 

 （1）賃金・可処分所得の引上げ等 

 （2）潜在的な消費需要の実現 

① 健康長寿分野での新社会システムの構築 

② 国内・外国人旅行者双方による観光・旅行消費の活性化 

 （3）ストックを活用した消費・投資喚起 

 （4）消費者マインドの喚起 

 

4．成長と分配をつなぐ経済財政システムの構築 

（1）アベノミクスの成果の活用 

（2）行政手続の簡素化・効率化・オンライン化 

（3）歳出効率化の成果等を現役世代や地域に還元する仕組みの構築 

（4）資源配分の効率化 

 

5．安全・安心な暮らしと持続可能な経済社会の基盤確保 

（1）外交、安全保障・防衛等 

① 外交 

② 安全保障・防衛等 

 

（2）暮らしの安全・安心（治安、消費者行政等） 

① 治安・司法・危機管理等 

良好な治安を確保するため、「『世界一安全な日本』創造戦略」25に基づき、サイバー犯罪・サ

イバー攻撃対策、水際対策を含めたテロ対策・カウンターインテリジェンス機能の強化、組織犯

罪対策、密輸対策、保護観察実施体制や薬物依存症治療拠点の整備を含めた薬物対策、人身取引

対策、児童の性的搾取、児童虐待、ストーカー、配偶者暴力、性犯罪、特殊詐欺等への対策や不

法滞在対策等を引き続き講ずる。また、受刑者等に対する教育・職業訓練の一層の充実やそれを

支える矯正施設の環境整備、高齢受刑者等への配慮、保護司の活動支援、更生保護施設の環境整

備や人的体制の強化、協力雇用主の支援を含む刑務所出所者等に対する就労支援等、矯正・保護・

検察を連携させながら官民挙げて再犯防止対策を推進する。 

                                            
25 「『世界一安全な日本』創造戦略」（平成25年12月10日閣議決定） 
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特に、「パリにおける連続テロ事案等を受けたテロ対策の強化・加速化等について」26等に基づ

き、各種テロ対策を着実に推進する。あわせて、「サイバーセキュリティ戦略」27に基づき、サイ

バーセキュリティの確保に取り組み、個人情報の保護や政府が保有する情報の適正な管理にも万

全を尽くす。 

日本型司法制度の強み等を重要なソフトパワーとし、コングレス202028に向けて、「法の支配」

や「基本的人権の尊重」といった普遍的価値を世界に普及させるための司法分野における多種多

様な国際的取組を、総合的・戦略的に推進する。治安や海上保安の人的・物的基盤と国際的ネッ

トワークの強化や、外国語、外国文化に精通した人材の確保、養成など国際的対応力の向上を図

るとともに、アジアを中心とした法制度整備を支援する。また、海洋の安全及び権益の確保、危

機管理機能の確保、予防司法（紛争を未然に予防する法務）、国際的な法的紛争対応の充実、総合

法律支援など頼りがいのある司法の確保、法科大学院に要する経済的・時間的負担の縮減や司法

修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実・強化、法教育の推進、いわゆるヘイトス

ピーチの解消に向けた人権擁護施策の推進、死因究明体制の強化、犯罪被害者等支援のための施

策の充実、交通安全対策、宇宙インフラの整備・活用、水資源の安全確保に向けた「水循環基本

計画」29等を推進する。 

感染症対策について、危機時の国際的な枠組みの構築、資金・人材・医薬品等の提供にわたる

総合的な国際協力、薬剤耐性対策、研究機能の強化等を推進する。 

 

② 消費者行政の推進 

 

（3）資源・エネルギー 

「エネルギー革新戦略」30等により、環境エネルギー制約を克服し、エネルギー分野での投資

拡大・効率改善による経済成長とCO2排出抑制の両立を図る。具体的には、産業トップランナー

制度の拡充、中小企業等の省エネ支援、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス／ビルの普及等によ

る住宅・建築物の省エネ化、次世代自動車の普及等、あらゆる分野で徹底した省エネルギーの推

進に取り組む。再生可能エネルギーについて、固定価格買取制度の見直し、系統制約解消のため

の取組等により国民負担を抑制しつつ、電源間のバランスが取れた最大限の導入を図る。新たな

エネルギーシステムの構築に向け、電力分野の新規参入とCO2排出抑制の両立、再エネ・省エネ

融合型エネルギーシステムの構築、水素社会の実現に向けた取組を進める。その際、小水力やバ

イオマス、風力などの小規模な再生可能エネルギー源を組み合わせた分散型エネルギーシステム

を構築するなど、エネルギーの地産地消を推進する。また、福島新エネ社会構想の実現に向けた

取組を推進する。さらに、エネルギー産業の国際展開を推進する。 

資源価格が低迷し世界的に資源開発投資が停滞する中、リスクマネー供給などの支援策を積極

的に展開し、資源開発投資を促進する。また、国内外のLNG・天然ガス取引環境の整備や、石油・

天然ガス・メタンハイドレート・海底熱水鉱床・レアアースなどの国内資源の調査や実用化に向

                                            
26 「パリにおける連続テロ事案等を受けたテロ対策の強化・加速化等について」（平成27年12月4日国際組織犯罪

等・国際テロ対策推進本部決定） 
27 「サイバーセキュリティ戦略」（平成27年9月4日閣議決定） 
28 2020年（平成32年）に日本で開催される「国連犯罪防止刑事司法会議」。 
29 「水循環基本計画」（平成27年7月10日閣議決定） 
30 「エネルギー革新戦略」（平成28年4月18日経済産業省決定） 
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けた取組を進める。加えて、国内の石油・LPガスの安定供給確保に向けたサプライチェーンの維

持・強化等の取組を進める。 

原子力については、安全性の確保を全てに優先し、原子力規制委員会により世界で最も厳しい

水準の規制基準に適合すると認められた原子力発電所は、その判断を尊重し再稼働を進める。そ

の際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう取り組む。原子力発電の自

主的安全性向上や防災対策の強化、使用済燃料の再処理、放射性廃棄物の最終処分に関する取組

等を進めるとともに、必要な技術開発、人材育成、国際協力を進める。また、実効的な監視・検

査制度の整備や原子力規制委員会の体制強化、予見可能性を高めるための規制基準や審査の充

実・明確化等に取り組む。 

 

（4）地球環境への貢献 

第3章 経済・財政一体改革の推進 

1．経済・財政一体改革の着実な推進 

2．先進・優良事例の展開促進、国と地方の連携強化、「見える化」の徹底・拡大 

（1）先進・優良事例の展開促進 

  ① 健康増進・予防サービス 

  ② 自治体の公共サービス 

（2）国と地方の連携強化 

（3）「見える化」の徹底・拡大 

 

4．実効的なPDCAサイクルの構築 

 

5．主要分野ごとの改革の取組 

（1）社会保障 

  ① 基本的な考え方 

  ②「見える化」の更なる深化とワイズ・スペンディング 

  ③ 潜在需要の顕在化 

（2）社会資本整備等 

  ① 基本的な考え方 

  ② コンパクト・プラス・ネットワークの推進 

  ③ 公的ストックの適正化 

  ④ PPP／PFIの推進 

  ⑤ 戦略的な社会資本整備 

（3）地方行財政改革・分野横断的な課題 

  ① 基本的な考え方 

  ② 地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革 

  ③ 地方行財政の「見える化」等 

  ④ 広域化・共同化などの地方行政分野における改革 

  ⑤ IT化と業務改革、行政改革等 

（4）文教・科学技術等 
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（文教・科学技術） 

文教・科学技術分野については、①少子化の進展を踏まえた予算の効率化、②民間資金の導入

促進、③予算の質の向上・重点化、④エビデンスに基づくPDCAサイクルの徹底を基本方針として、

以下の改革を進める。 

少子化の進展や学校教育現場における諸課題、地方公共団体の政策ニーズ等を踏まえ、集中改

革期間中の教職員定数の中期見通しの策定に向けて、多様な研究者等の知見も活用しつつ、学級

規模等の影響・効果の調査や加配教員・専門スタッフ配置の効果分析、教員の勤務実態・雇用形

態の把握・分析等の教育政策に関する実証研究を進める。全国学力・学習状況調査データの大学

等の研究者による活用を促進する。これらの成果を踏まえ、学校・教育環境に関するデータや教

育政策の成果及び費用、背景にある環境要因を総合的に考慮して予算要求を行うことなど、教育

政策においてエビデンスに基づくPDCAサイクルを確立する。その際、幼児教育から高等教育、社

会人教育まで、ライフステージを通した教育全体について、政策目的が効果的に達成されている

か等の観点から予算や制度の検証を行うとともに、国・都道府県・市町村それぞれの権限を踏ま

え全体を通じて横断的に検証する。 

学校現場で特に急務である学校の業務効率化・業務改善を図るため、教員の勤務実態等の把握

とこれに基づく業務改善の取組を推進する。 

国立大学法人運営費交付金の各大学の機能強化の取組構想やその評価に基づく重点配分によ

り、大学間の連携や学部等の再編・統合の促進を図るとともに、民間資金の獲得割合の上昇を一

つの指標とすること等により、民間資金の導入を促進する。                      

国立大学・公的研究機関と民間企業等との共同研究の促進等による民間資金導入の促進、国立

大学の寄附金収入の拡大など財源の多様化、有能な人材の流動化、研究設備の共用化等を推進す

る。   

 

上記の主要歳出分野のほか、全ての歳出分野において聖域なく改革を進める。 

 

第4章 当面の経済財政運営と平成29年度予算編成に向けた考え方 

1．経済の現状及び今後の動向と当面の経済財政運営の考え方 

我が国経済の現状をみると、企業収益、雇用・所得環境といったファンダメンタルズは引き続き

良好であるが、消費や設備投資に力強さを欠いた状況が続いている。また、熊本地震の地域経済や

日本経済に与える影響にも留意していく必要がある。 

 

政府においては、平成27年度補正予算及び平成28年度予算を前倒しして執行するとともに、熊

本地震による被災者支援や災害復旧を目的とした平成28年度補正予算を編成し、対応を進めてき

た。「G7伊勢志摩経済イニシアティブ」も踏まえ、引き続き、弱さのみられる個人消費、住宅・自

動車等の耐久財等の動向、海外経済や国際金融情勢に細心の注意を払い、この秋に向けて総合的か

つ大胆な経済対策を取りまとめること等により、デフレに後戻りすることなく完全に脱却できるよ

う、万全の対応を行う。 

また、賃金・可処分所得の引上げとともに、潜在的な需要の実現に向けた規制改革や消費・投資

の喚起策等を推進する。さらに、生産性革命の加速、新たな有望成長市場の創出、世界で一番企業

が活動しやすい環境に向けた取組、TPP等に対応した海外の成長市場との連携強化、内外人材の活
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用等を通じて成長戦略を加速するとともに、子ども子育て支援の拡充、働き方改革をはじめとする

一億総活躍社会の構築を通じて、「成長と分配の好循環」を実現する。 

日本銀行には、経済・物価情勢を踏まえつつ、2％の物価安定目標を実現することを期待する。 

 

2．平成29年度予算編成の基本的考え方 

（1）集中改革期間2年目の取組 

平成29年度は集中改革期間の2年目であり、そこでの成果は改革の成否を左右する重要なもの

となる。平成29年度予算編成においては、「経済・財政再生計画」及び経済・財政再生アクション・

プログラム、改革工程表に則って取り組み、経済・財政一体改革を面的に拡大するとともに、国と

地方を通じたボトムアップの改革を加速する。 

 

（2）平成29年度予算編成の在り方 

平成29年度予算編成に当たっては、以下に掲げる取組を重点的に推進する。 

①  経済財政諮問会議において、各府省庁が概算要求の検討に着手する前からエビデンスを基に

議論と精査を進める。その上で、予算編成に経済・財政一体改革を反映させる。特に「公的サ

ービスの産業化」、「インセンティブ改革」、「公共サービスのイノベーション」をはじめとして、

歳出改革のモメンタムと持続性を強める取組を重視するとともに、国庫支出金等についてもエ

ビデンス・ベースの精査と見直しを徹底して進める。 

②  健康増進、コンパクトなまちづくり、住民・行政サービスの広域化・IT化等に向け、先進・

優良事例の展開促進、国と地方の連携強化、「見える化」の徹底・拡大を進める。 

③  我が国の経済成長の隘路
あいろ

の根本にある人口減少、少子高齢化という構造的課題に対処するた

め、アベノミクスの成果も活用しつつ、一億総活躍社会の実現等の重要課題に係る取組を推進

する。 

④  第 3 章に掲げる主要分野ごとの改革の取組を大胆に推進するためのメリハリの効いた予算

とする。 

社会保障については、改革工程表において本年末までに結論を得ることとされている事項を

はじめ、「経済・財政再生計画」に掲げられた改革項目について改革工程表に沿って改革を着

実に実行する。医療費適正化計画に係る取組を含め、医療・介護分野等における徹底的な「見

える化」に取り組む。また、医療費等の増加要因について、データやデータ分析に基づいて、

精査・検証する。 

社会資本整備等については、コンパクト・プラス・ネットワークの形成と公的ストックの適

正化により、人口減少社会においても、持続可能な都市構造の実現を図っていく。また、「社

会資本整備重点計画」等に基づき、既存施設の最大限の活用を図りつつ、国際競争力の強化、

国土強靱化、防災・減災対策、老朽化対策等の分野について、ストック効果の高い社会資本へ

と選択と集中を進める。さらに、コンセッション方式をはじめとする多様なPPP／PFI手法の

活用により、公的負担の抑制を図りつつ、新たなビジネス機会の創出を図る。 

地方行財政については、窓口業務の適正な民間委託等の加速や自治体クラウド等のICT化・

業務改革の全国展開及び広域化・共同化などの取組を進めるとともに、地方行財政の「見える

化」を徹底する。改革工程表に沿ってトップランナー方式を着実に実施する。 

科学技術については、「第5期科学技術基本計画」に基づき、官民合わせた研究開発投資で

GDP 比 4％以上（政府 1％）を目指す。その中で、民間資金の導入が一層促進されるよう、制



 13

度整備等を行いつつ、政府研究開発投資を行う。あわせて、PDCA をしっかりと回し、重点化

を図っていく。 

その他の分野についても、無駄な予算を排除するともに、真に必要な施策に予算が重点配分

されるよう、厳格な優先順位付け（ワイズ・スペンディングのチェック）の下で予算編成を行

う。 

これらの取組により、できる限りの基礎的財政収支の改善を実現する。 

経済・財政一体改革推進委員会においては、改革効果が着実に発現するよう、引き続き、諸改革

の進捗管理、点検、評価を適切に行っていく。 
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